
（８）株式会社勝野木材 

 

ア．調査対象における合法性証明 

 製材業である㈱勝野木材が調達している原木のほとんどは、国有林材で、ごく一部、岐阜県が実施

主体の岐阜県産材の産地と合法性を証明する岐阜証明材推進制度によって認証された「岐阜県産材」

を調達している。㈱勝野木材の、現在の原木消費量は、年間１万２千～１万３千㎥のペースで推移し

ている。原木の具体的な調達先別調達量は、㈱勝野木材の親族会社であり国有林の生産請負を行って

いる素材生産業者Ｃ社が最も多く、この他、Ｄ社の国有林の委託販売材、一部国有林の製品販売所か

ら原木を調達している。 

 ㈱勝野木材が調達しているすべての原木は、伝票等によって合法性が証明されている。同社は、プ

レカット加工と住宅建築を行っている㈱もりぞうとタイアップして、製品の品質に加え、合法性が証

明された木材を使用した安心して購入できる木材・住宅をアピールした販売戦略を構築している。㈱

勝野木材では、工場脇に工務店Ｂ社のモデルハウスを設置し、施主にモデルハウスと工場を見学して

もらって、施主の木材の品質と合法性に関する意識を高め、納得の行く住宅づくりをする活動を行っ

ている。 

 

（ア）現在行われている合法性証明方法 

 現在、調査対象範囲で行われている具体的な合法性証明方法は、原木生産者が合法性を確立し、販

売時の納品書や請求書の伝票等に、売買した木材が合法木材である旨を記載して、証明していく方法

である。 

 その具体的な例として、市売協社Ｂ社の請求伝票を掲載する。伝票に「本販売材は、持続可能な森

林経営が営まれている森林から合法的に伐採されたものです。」との記載がなされている。 

 

（イ）伝票を利用した合法性証明の問題点 

 合法性証明は、売買行為が行われるたびに、売買当事者が、書類等で合法性を証明する連鎖を最終

消費者まで続けることを、想定している。 

 顧客から、売買契約をしようとしている商品の合法性の証明を要求された際、伝票を提示すれば、

合法性の証明は達成できるが、実際の商取引においては、顧客に原料や商品の購入代金を提示できな

い場合が多い。このため、顧客から合法性証明の要求があった場合は、商品の仕入先に、商品金額の

記載がされていない合法性証明書の発行を要求するケースがあり、最近、このような事例が増加して

いる。 
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売買商品の合法性を証明する記載のある伝票の事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．「合法木材マーク」の表示の実証実験について 

 今回の実証実験において、㈱勝野木材は、バンドルを解かずにプレカット業者に販売される製品を

対象に、「合法木材マーク」の表示をバンドル単位で行った。 

 「合法木材マーク」の表示に関しては、個々の製品への表示

は、コストが嵩むものの、バンドルへの表示であれば、コスト

は無いに等しいとの評価であった。また大型の「合法木材マー

ク」のバンドルへの表示は、個々の製品に小さなマークを表示

するよりも目立つので、アピール力が強い。 

プレカット加工等、形状を変化させる次の加工拠点まで、バン

ドルを開梱せずに流通するのであれば、「合法木材マーク」の

バンドル単位の表示は、コストや手間が多くかからず、ラベリ

ング実施者に負担を感じさせないので、有効である。 

 また面接調査の対応者から、「合法性マーク」表示の普及に向けての意見として、通年表示しなく

ても、10 月の「木の日」に合わせて、特定期間に集中して、多くの業者がラベリングをし、合法木材

を各方面にアピールする方法や、強制的な表示とするのではなく、表示を希望する人に限定した表示

方法が提案された。 

 また、木曾官材市売協同組合への出荷者の中には、独自に合法木材マークをデザインし、自社製品

の合法性をアピールしている業者がいるとのことである。 

 

ウ．「合法木材」の浸透状況についての評価 

 愛知県の大手木材製品卸売業であるＡ社の担当者は、「合法木材はすでに市場に浸透している」と

評している。同社でも取り扱っている製品は、すべて合法性が証明できる製品で、すでに伝票等を使

って合法性の連鎖を形成する活動は、生産者、流通業者にも浸透し、常態化していると評している。

合法性証明が始まった当初は、とまどいや、新たに加わった「手間」に対して負担を感じたが、制度

が始まって数年たった今は、負担を感じていないとの意見であった。 

 ただし同社では、伝票に合法性を謳う記載はしていない。取扱商品の全てが合法木材であるので、

合法性証明の要求があった時に、証明書を発行する方法をとっている。 

 

 

写真２（８）1 

バンドルに表示された「合法木材マーク」。各側面

４カ所に「合法木材マークを表示。 
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 「合法木材マーク」の製品への表示については、「合法木材マーク」を表示できる業者は表示した

ら良いのではないかとの意見。ただしここまで合法性証明の制度が、プレカット業者を含めて浸透し

ているので、現段階で「合法木材マーク」を製品に表示したとしても、追加行為による特段の効果は

見込めないのではないかとの意見であった。 

現在、東海地区では、合法性とともに産地証明のための仕分けを行う業者が増加しつつあるという。

特にプレカット業者から、合法性と産地の証明ができる製品への要望が増えてきているので、このよ

うな需要者からの要望に応じ、原木の椪を県別に作り、製造工程と製品を管理する製材工場も現れて

いる。 
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